
 ＜根拠法令＞ 

「障害者基本法」 (昭和４５年法律第８４号) (抄) 

 （障害者基本計画等） 

第１１条 （略） 

２  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状

況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下

「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

３～５ （略） 

 

 

「障害者総合支援法」 (平成 17年 11月 7日号法律第 123号)  (抄) 

 （協議会の設置） 

第８９条の３  地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援体制の整備を図る

ため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、

教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」

という。）により構成される協議会を置くように努めなければならない。 

２  前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等へ

の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも

に、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

３～５ （略） 

６ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとす

る場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。  


